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告 示

北海道教育委員会告示第29号

災害共済給付に係る共済掛金の徴収規則の一部を改正する教育委員会規則（平成31年北海

道教育委員会規則第３号）の施行期日は、平成31年４月26日とし、平成31年４月１日から適

用する。

平成31年４月26日

北海道教育委員会教育長 佐 藤 嘉 大
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